
各年度末現在
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

(人) 893,722 822,898 803,862 785,725 762,421

538,061 521,723 509,786 498,221 481,056

5,674 5,735 5,573 5,069 4,580

299,987 295,440 288,503 282,435 276,785

(人) 114,864 118,253 124,939 130,530 134,666

27,652 29,366 30,354 30,973 31,295

87,212 88,887 94,585 99,557 103,371

(千円) 53,087,192 52,414,291 48,557,165 49,692,591 50,561,205

受給権者数 （人） 716,767 744,624 776,941 825,278 869,902

平均年金額 （円） 687,016 688,610 687,349 687,621 688,630

受給権者数 （人） 48,796 50,121 51,292 52,278 56,155

平均年金額 （円） 877,890 876,185 874,392 869,805 868,420

受給権者数 （人） 7,534 7,343 7,227 7,026 6,484

平均年金額 （円） 783,355 781,101 779,323 775,732 738,998

受給権者数 （人） 1,283 1,268 1,218 1,092 1,006

平均年金額 （円） 463,686 463,826 462,688 461,253 457,350

受給権者数 （人） 774,380 803,356 836,678 885,674 933,547

平均年金額 （円） 699,611 700,803 699,283 698,795 699,545

受給権者数 （人） 64,529 57,783 51,020 44,740 39,036

平均年金額 （円） 469,036 471,216 471,881 473,038 474,254

受給権者数 （人） 1,095 861 680 570 499

平均年金額 （円） 409,600 409,600 407,900 406,700 403,442

受給権者数 （人） 40,500 37,486 34,227 30,991 28,619

平均年金額 （円） 208,165 209,017 209,324 209,509 209,665

受給権者数 （人） 106,124 96,130 85,927 76,301 68,154

平均年金額 （円） 368,867 368,420 366,791 365,505 362,630

受給権者数 （人） 2,783 2,608 2,433 2,258 2,093

平均年金額 （円） 871,368 870,537 866,666 863,730 861,031

母子（準母子） 受給権者数 （人） - 2 2 2 2

年 金 （ 旧 法 ） 平均年金額 （円） - 1,020,000 1,015,900 1,012,800 1,002,500

受給権者数 （人） - 1 1 1 1

平均年金額 （円） - 792,100 788,900 786,500 778,500

受給権者数 （人） - - - - -

平均年金額 （円） - - - - -

受給権者数 （人） 2,783 2,611 2,436 2,261 2,096

平均年金額 （円） 871,368 870,622 866,756 864,027 861,126

受給権者数 （人） 883,287 902,097 925,041 964,236 1,003,797

平均年金額 （円） 660,414 665,875 668,839 672,808 672,234

受給権者 （人） 248 143 93 62 38

全部支給者 （人） 43 81 51 33 17

老齢福祉年金 一部支給停止者 （人） 31 18 11 9 8

全部停止者 （人） 74 44 31 20 13

支給年金額 (千円) 100,638 58,029 37,590 24,980 15,154

資料　静岡年金事務所

区分

（10）国民年金

小 計

総 計

五 年 年 金
（ 旧 法 ）

障 害 年 金
（ 旧 法 ）

遺 児 年 金
（ 旧 法 ）

寡 婦 年 金
（ 旧 法 ）

小 計

老 齢 年 金
（ 旧 法 ）

通算老齢年金
（ 旧 法 ）

小 計

老齢基礎年金
（ 新 法 ）

障害基礎年金
（ 新 法 ）

遺族基礎年金
（ 新 法 ）

寡 婦 年 金
（ 新 法 ）

被 保 険 者 総 数

 1　　　　　　 　　　　　号

任　　　　　　　　 　　　意

 3　　　　　　 　　　　　号

保 険 料 免 除 者 総 数

法　　　定　　　免　　　除

申　　　請　　　免　　　除

保 険 料 収 納 額


